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政務調査費の領収書等の公開に関するお問い合わせ 
 
 

私たち愛知県内のグループは愛知県内２８市の議会各会派を対象として、２００２年度の政務

調査費の使途を調査しました。調査は昨年に続いて二回目ですが、今回は視察旅費の使途を重点

的に検討致しました。調査結果については、同封しましたレポートをご覧ください。 
 
さて、お気づきのことと存じますが、この調査の対象とした２８市に比較して桁はずれに多額

の、月間議員一人あたり５５万円を支給しておられる名古屋市議会や５０万円を支給しておられ

る愛知県議会は対象とはしておりません。これは愛知県議会や名古屋市議会が政務調査費の使途

に関する領収証や報告書を公開していないことが原因となっております。そして、レポートの冒

頭にも記載しましたように、これだけ多額の政務調査費の支給を受けていながら、使途に関する

具体的な資料を公開しない、という点は、レポートで指摘した２８市に関する問題よりも遙かに

財政民主主義の精神に反することと考えます。政務調査費は公費です。公費については使途が市

民、県民にわかるよう、具体的な情報を公開することが財政民主主義上当然ではないか、と考え

るからです。 
他の都道府県を見ても、すでに岩手県議会、宮城県議会、長野県議会では領収証やその他の政

務調査費の使途に関する資料を全面的に公開しています。私たちから見て、これら情報を公開す

る自治体の対応こそ基本と考えます。 
 
そこで、貴会派に対して、政務調査費の支出に関する領収証やその他の詳細な報告書を公開す

るための条例や規則の整備に対してどのようなご見解をお持ちかどうか、お問い合わせをする次

第です。 
別紙解答書にご記入のうえ、下記宛にファックスまたは郵送にてご返送ください。 
 
なお、本お問い合わせに対するご回答は８月２８日から函館で開催される全国市民オンブズマ

ンの大会で発表させて頂く所存です。また、発表の都合上、８月２０日までにご回答が到達する

よう、ご返送お願い致します。 
 
返送先（お問い合わせもこちらへ） 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-6-41リブビル 6階 

名古屋市民オンブズマン 電話 052-953-8052 ファックス 953-8050 
 



 

政務調査費の情報公開に対するアンケート 
 

貴会派名（                 ） 
 

１，貴会派では政務調査費の使途に関する領収証、報告書、詳細な活動報告書などを公開する意思が

ありますか。ある、なし、それぞれ理由を付してお答えください。 
 
・ あり 
・ なし 
（理由） 
 
 
 
 
 
 
 
 
２，貴会派では政務調査費の支出に関する領収証やその他の詳細な報告書を公開するために、現行の

条例や規則の改正案を議会に提出する意思はありますか。同様に理由をつけてお答えください。 
 
・ あり 
・ なし 
（理由） 
 
 
 
 
 
 
 
３，２で「あり」とお答えの場合、いつ頃をめどに条例や規則の改正案を提出する予定ですか。 
 
 
 
 
 
ご回答ありがとうございました。 
このアンケート結果は８月２０日までに以下に郵送またはファックスにてご返送ください。 

 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-6-41リブビル 6階 
名古屋市民オンブズマン 電話 052-953-8052 ファックス 953-8050 

 


